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  交通反則通告制度 

 　　　　　　　　　

　「反則行為」をした

１６歳以上の運転者が

取締りを受けると、青

切符（反則行為となる

べき事実の要旨等が記

載された書面）が交付

され、定額の反則金の

納付が通告されます。

通告を受けた者が反則

金を納付したときは、

刑 事 手 続 へ は 移 行 せ

ず、起訴されない（い

わゆる「前科」もつか

ない）制度をいいます。 

 

 

 

 

 

　５月１日から３１日までの一か月間、安全・安心で豊かにくらすことができる社会を

実現するため、関係行政機関と連携して各種啓発活動を実施します。 

　最近は、悪質商法や詐欺が巧妙化して、消費者トラブルに遭うリスクも年々高まって

います。 

　おかしいと感じたら、料金を支払う前に最寄りの警察署や消費生活センターに相談し

てください。警察安全相談電話は「♯９１１０」へ。 
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